
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 8 4 8

件 名 等 北泉海浜総合公園管理棟及び北棟・南棟警備業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区北泉字地藏堂248-2番地　外

種 類 業務委託
約

北泉海浜総合公園管理棟及び北棟・南棟における火災、盗難及び不良行為を防止し、かつ施設の保全を図り適正

な運営を確保するため施設の警備業務を委託する。
内

　業務内容
概 要

　①火災、盗難及び不良行為の拡大防止（管理棟：木造平屋）容
　②盗難及び不良行為の拡大防止（北棟・南棟：RC造平屋）

　③施設の秩序の維持保全

　④事故確知時における関係先への通報連絡

ＡＬＳＯＫ福島株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　前田　泰彦

方 福島県郡山市　喜久田町字松ヶ作１６番地９８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は施設の防犯・防災・保全を目的に警備業務を行なうものであり、使用時間を除き24時間施設を監視し

、緊急時には迅速に対応することが求められる。

　当該業務は機械警備であり、機器設置業者以外では管理を行うことができない。当該機械設備を継続使用する
随

ことが、空白期間なく警備業務を遂行するために不可欠であることから、当該業者と随意契約とする。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部都市計画課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 8 5 8

件 名 等 小中学校庭木剪定業務委託

契 履行場所 小中学校１８校

種 類 業務委託
約

市内１８校小中学校に庭木の剪定、刈込み、整枝作業。

業務委託施設周りの施設案内看板や交通標識等を考慮した刈込みを行うとともに、敷地境界より庭木が道路側に
内

突出しないように刈込む。

庭木剪定数【黒松・金木犀等：約3400本】
概 要

容

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は小中学校の中低木の剪定業務であり、高所作業車等を必要としない簡易な剪定業務である。上記業者は

当該業務を的確に遂行できる人的能力を有していることから、高齢者の就業の機会の確保と社会参加に寄与する

ため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号によりシルバー人材センターとの随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 8 7 8

件 名 等 三島町二丁目地内物件調査業務委託（時点修正）

契 履行場所 三島町二丁目地内

種 類 業務委託
約

（１）調査地内

　　　①原町区三島町二丁目31　　  　53㎡
内

　　　②原町区三島町二丁目32　　856.47㎡

　　　③原町区三島町二丁目32-1 　20.52㎡
概 要

（２）物件補償容
　　　①住家（軽量鉄骨造２階）  205.67㎡

　　　②倉庫（木造平家）　　     50.13㎡

　　　③倉庫（木造平家）         16.52㎡

日本測地設計株式会社　相双営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　佐藤　敏幸

方 南相馬市　原町区錦町一丁目１３４－３マンションドム錦町１０１号室
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、令和２年度に実施した本対象物件調査の時点修正であることから、令和２年度の調査結果及び実績

を基にした適切かつ効率的な業務履行が可能な唯一の事業者であるため、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部公有財産管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 8 8 9

件 名 等 戸籍総合システム事務内連携に伴うシステム改修業務委託

契 履行場所 南相馬市役所本庁・南相馬市役所西庁舎３階デジタル推進課内

種 類 業務委託
約

　戸籍法の一部改正（令和元年5月24日成立）により、令和５年度施行予定の事務を行うため改定された、「戸

籍情報システム標準仕様書」及び戸籍情報システムとの連携に係る「戸籍情報連携システム外部インターフェイ
内

ス仕様書」に基づき、本市の戸籍アプリケーションプログラムの改修及び周辺機器（スキャナ・静脈認証装置）

の調達並びに設定を実施する。
概 要

容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　佐藤　勝彦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、現在運用中の戸籍システムの改修業務であることから、

適切に業務を履行できるのは既存システムの構築業者である日立システムズのみであるため随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部市民課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 0 0

件 名 等 南相馬市議会議員一般選挙公営ポスター掲示場設置管理撤収業務委託（鹿島区）

契 履行場所 南相馬市鹿島区一円

種 類 業務委託
約

　南相馬市選挙管理員会の指定する『公営ポスター掲示場一覧表』に従い、既設の塀等を利用して有権者が良く

見えるようにポスター掲示場を設置し、これら保守・管理を行うとともに、撤収期限までに掲示板を撤収する。
内

規格・数量
概 要

　３段　３０区画　６８基容

南相馬市鹿島建設業組合
名 称

相

手 代 表 者 組合長　後藤　英之

方 南相馬市　鹿島区岡和田字澤田８８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、短期間で６８カ所の設置・撤去等を行うとともに、天候等の変化による掲示場の破損等に緊急

に対応することが必要となる。

　当該業者は、鹿島区内の建設事業者から組織されており、短期間で相当量の作業に対応できること、また、掲
随

示場の破損等を迅速に対応が可能な事業者であることから、随意契約するものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　選挙管理委員会選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 0 8

件 名 等 情報セキュリティ外部監査業務委託

契 履行場所 総務部デジタル推進課

種 類 業務委託
約

南相馬市役所デジタル推進課を対象とした「地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン

（令和４年３月２５日総務省改定）」に基づく監査を実施するもの。
内

概 要
容

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
名 称

相

手 代 表 者 代表社員　井野　貴章

方 東京都　千代田区　大手町１丁目１番１号大手町パークビルディング
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

情報セキュリティ監査の実施にあたり、経済産業省が策定した「情報セキュリティサービス基準」を基に、IPA

（独立行政法人情報処理推進機構）が策定した「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」に掲載さ

れている事業者が行うことが望ましく、市の入札資格参加届業者の中でリストに掲載されており、且つ対応可能
随

な業者が当該事業者のみであるため、随意契約としたい。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 2 3

件 名 等 原町第一下水処理場次亜注入ポンプ分解整備業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区錦町三丁目地内

種 類 業務委託
約

Ｎｏ.１次亜注入ポンプ オーバーホール　１台

・ポンプ分解整備組立、部品交換
内

・排圧弁（25BVA-PV/TI-0.2J）交換

・NKSオイル充填
概 要

・モータ修理　1式容
・現地試運転、各種計測

日機装株式会社　東日本支社　北日本営業グループ
名 称

相

手 代 表 者 リーダー　工藤　晃久

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町３－７－２３明治安田生命仙台一番町ビル５階
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は既存設備の製造メーカであり、部品交換において既存設備との互換性が生じるため、当該業者のみ

履行可能であることから随意契約としたい。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 3 1

件 名 等 南相馬市光ケーブル支障移転業務委託（鹿島区南屋形地内）

契 履行場所 南相馬市鹿島区南屋形地内

種 類 業務委託
約

相双農林事務所による復興基盤総合整備事業（圃場整備）に伴い東北電力柱、ＮＴＴ柱の撤去、移転が生じた。

それに伴いそこに共架している光ファイバケーブルについて移架する必要が生じたことから、
内

支障移転業務を委託するもの。

概 要
光ケーブル経路詳細設計　1.059km容
対象設備名

NTT八沢線47他25本

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　畠山　良平

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

光ファイバーケーブルの移設については、光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約の規定に基づき、当該業者が実

施することとなっていることから、当該業者と随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 3 7

件 名 等 南相馬市空き家利活用推進業務委託

契 履行場所 南相馬市内

種 類 業務委託
約

　空き家の利活用促進に取り組むため、空き家相談窓口等の相談体制を整備するとともに、空き家の利活用や有

効活用の方法に関する情報発信を行い、空き家の利活用促進および発生予防を図る。
内

（１）空き家相談窓口の運営

　・空き家に関する相談対応（住まいに関する相談も含む）と各種支援制度等の案内など
概 要

（２）情報発信容
　・空き家管理に関するチラシやパンフレット作成と空き家・空き地バンクホームページの更新等

（３）空き家の掘り起こし・調査事業

　・新たな空き家物件の掘り起こしや市内の空き家の実態調査など

南相馬空き家・空き地サポートセンター
名 称

相

手 代 表 者 会長　荒明　健

方 南相馬市　原町区本町一丁目３３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、空き家所有者や利用希望者に対して、空き家の利活用に関する相談対応から提案・解決までをワンス

トップで行い、本市における空き家の利活用促進と空き家の増加抑制を図る業務である。当該業者は、行政と連

携しながら、空き家の利活用や適正管理の促進に向けた取り組みを進めるため、市内の「宅建協会」「全日本不
随

動産協会」「建築士会」の会員から構成され、設立された団体であり、不動産取引や建築に関する専門的知識や

経験を有するとともに、市内の不動産業・建築業に精通する業者である。また、「宅建協会」「全日本不動産協意
会」「建築士会」は、全国的な組織であり、様々なネットワークを有している。本業務における空き家相談につ

いて、相談者などへの相談対応から解決・提案までをワンストップで行うことが可能であり、業務を効果的かつ契
効率的に実施できることから、本業務を履行できるのは、当該業者のみであるため、随意契約とするもの。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部建築住宅課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 3 8

件 名 等 浦尻貝塚出土資料年代測定分析業務委託

契 履行場所 文化財課

種 類 業務委託
約

浦尻貝塚出土資料年代測定

 ・放射性炭素年代測定（加速器質量分析法〔ＡＭＳ法〕）　20点
内

概 要
容

株式会社パレオ・ラボ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　中村　賢太郎

方 埼玉県　戸田市　下前一丁目１３番２２号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

 本業務は発掘調査資料の自然科学分析を行う専門的な業務である。指名登録業者のうち本業務を実施できるの

は上記業者のみであることから、随意契約としたい。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局文化財課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 4 3

件 名 等 南相馬市ＵＩターンセミナーＷＥＢ広告発信業務委託

契 履行場所 南相馬市移住定住課

種 類 業務委託
約

市が設定したターゲットに向け、ロボット産業に携わる市内製造業等の企業情報を発信し、同製造業等への就業

意欲を促し、ＵＩターンに向けた機運向上につながるセミナーを開催するため、ターゲットがセミナーに参加す
内

るよう効果的かつ効率的なＷＥＢ広告を配信する。

業務内容　メディアプランの策定、ＷＥＢ広告の発信、効果測定、成果レポート作成等
概 要

容

株式会社東北博報堂　福島支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　橋本　正次

方 福島県　郡山市　清水台一丁目３番８号　郡山商工会議所会館４Ｆ
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は、ターゲットである首都圏及び宮城県に在住する20～30代に向けて、南相馬市ＵＩターンセミナーの開

催をＷＥＢによって告知するにあたり、その設計・配信を行うものである。

当該事業者は、令和４年３月と９月に本市で企画した同様のセミナーへの参加を促すため、ＷＥＢ広告を発信す
随

る業務を受託したことに加えて、令和３・４年度にわたり、おだかぐらしプロモーション事業業務委託を受託し

ている。意
これらの業務を受託したことにより、本市の仕事や暮らしに興味・関心がある者に対し、情報を発信するための

知識と知見を蓄積している。今回開催するセミナーの告知を効率的かつ効果的に行うためにも、この知識と知見契
は必要であるもののこれらの知識等の蓄積は短期間にできるものではない。

約 このことから、既に知識と知見を有し、速やかにターゲットに向けて本セミナーの参加を促す広告を設計・配信

することができる当該事業者と随意契約をする。
理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部移住定住課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 5 0

件 名 等 新型コロナワクチン追加接種（オミクロン株対応）会場駐車場誘導警備業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区小川町地内　ほか

種 類 業務委託
約

新型コロナワクチン追加接種（オミクロン株対応）において、会場駐車場の整理及び車両の誘導を行うもの。

【接種会場３会場延べ６４日間】
内

　浮舟文化会館　令和４年１２月　７日から令和４年１２月１０日まで

　小川町体育館　令和４年１０月３１日から令和４年１２月２４日まで
概 要

　鹿島体育館　　令和４年１０月３１日から令和４年１２月　３日まで容

株式会社ひばり警備
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　山田　実

方 南相馬市　原町区桜井町一丁目１４２番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、新型コロナワクチン追加接種（オミクロン株対応）の体制確保のために、集団接種会場において、

被接種者の安全確保を目的に緊急的に駐車場の整理及び誘導を行う人員を配置するものである。

　当該業者は、初回接種（１・２回目接種）及び追加接種（３・４回目接種）において実績があること、また市
随

の接種スケジュールに合わせた必要な人数の確保が早急に可能であることから、当該事業者と随意契約としたい

。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部新型コロナ対策課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 5 1

件 名 等 雫浄化センター焼却設備灰コンベヤ緊急修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区雫字権現下地内

種 類 業務委託
約

雫浄化センター焼却設備灰コンベア修繕

焼却設備の灰コンベアが経年劣化により破損し、汚泥焼却を適正に保つため修繕を行う。
内

①チェーン組品部品　　　１セット

②出口部部品　　　　　　１セット
概 要

③上ベンド部部品　　　　１セット容
④下ベンド部部品　　　　１セット

⑤調整ケース部部品　　　１セット

⑥駆動部部品　　　　　　１セット

日立造船株式会社　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　妹尾　貞男

方 宮城県　仙台市　青葉区中央一丁目６番３５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該設備は、アタカ工業㈱が製造した設備であるが、アタカ工業㈱は会社再編により日立造船㈱に吸収合併さ

れ、設備の仕様及びメンテナンス等に関する技術は日立造船㈱が有している。

　このことから、当該設備の機器の性能維持を適切かつ的確に行うことができるのは当該業者のみであるため、
随

随意契約とするもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 6 0

件 名 等 令和５年度介護保険料減免見直し対応に係るシステム改修業務委託

契 履行場所 長寿福祉課

種 類 業務委託
約

　東日本大震災及び原子力災害に係る介護保険料の減免措置について令和５年度より見直しとなることから、

令和５年度以降の介護保険料の減免対応に必要な以下のシステム改修を行うもの。
内

　・介護保険料の減免にかかる減免後保険料算定、減免後期割計算および減免内容登録のほか必要となる

　　各種処理の一括実行対応に必要な改修
概 要

容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　佐藤　勝彦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務について、令和５年度介護保険料減免見直しに伴い、介護保険料の減免にかかる減免後保険料算定、

減免後期割計算および減免内容登録のほか必要となる各種処理の一括実行対応等にかかる介護保険システム

改修が必要となるが、システムを構築した業者でなければ業務を履行することができないため、当該業者との
随

随意契約といたしたい。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部長寿福祉課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 6 7

件 名 等 南相馬市高松ホーム給食業務委託

契 履行場所 南相馬市高松ホーム

種 類 業務委託
約

　高松ホームにおける給食について、適正な食事量及び栄養量を確保し入所者の満足度の向上を図りながら、安

全かつ効率的・安定的に提供するため委託する。
内

概 要
容

株式会社ＬＥＯＣ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　田島　利行

方 東京都　千代田区　大手町一丁目１番３号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、入所者へ単に食事提供を行うだけではなく、嗜好や希望、健康状態等に合わせた食事をきめ細かく

提供することで、楽しみや生きがいを感じ充実した生活が送れるよう、価格の優劣のみではなく、入所者に対す

る食事提供の考え方、味の工夫、管理体制等を総合的に比較検討し、最も適格と判断される事業者を選定するた
随

めプロポーザル方式を採用した。

　１１月１４日開催の南相馬市高松ホーム給食業務委託プロポーザル審査委員会において、総合的に審査した結意
果、当該事業者が本事業の候補事業者に選定されたため、随意契約するものである。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部高松ホーム　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 6 8

件 名 等 南相馬市防災備蓄倉庫　電動式移動棚保守点検業務委託

契 履行場所 南相馬市防災備蓄倉庫

種 類 業務委託
約

　南相馬市防災備蓄倉庫内に設置されている電動式移動棚の保守点検業務

内
　６連複式主列稼働棚ほか　計７台

概 要
容

株式会社ＩＨＩ物流産業システム
名 称

相

手 代 表 者 取締役　サービス本部長　中山　勝巳

方 東京都　江東区　豊洲３丁目１番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、本市防災備蓄倉庫の電動式移動棚を製造・設置した業者である。

　適切な保守点検の実施にあたっては、独自の技術力が必要となるため、他の業者での実施は困難であることか

ら、当該業者と随意契約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 7 4

件 名 等 南相馬市光ケーブル移転業務委託（IRU・鹿島区岡和田地内外）

契 履行場所 南相馬市鹿島区岡和田地内外

種 類 業務委託
約

鹿島区岡和田地内において、相双農林事務所によるほ場整備事業に伴い電柱の移転が行われるが、当該電柱に市

が保有する光ケーブル（IRU線）が共架されていることから、併せて移転を行うもの。
内

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　畠山　良平

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

光ケーブル（IRU線）は市と当該事業者間で賃貸借契約を締結しており、移設も同事業者が行うことになってい

るため、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 7 5

件 名 等 南相馬市光ケーブル移転業務委託（IRU・鹿島区御山地内）

契 履行場所 南相馬市鹿島区御山地内

種 類 業務委託
約

鹿島区御山地内において、相双農林事務所によるほ場整備事業に伴い電柱の移転が行われるが、当該電柱に市が

保有する光ケーブル（IRU線）が共架されていることから、併せて移転を行うもの。
内

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　畠山　良平

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

光ケーブル（IRU線）は市と当該事業者間で賃貸借契約を締結しており、移設も同事業者が行うことになってい

るため、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 7 6

件 名 等 南相馬市新庁舎オフィス環境整備業務委託

契 履行場所 南相馬市

種 類 業務委託
約

　市民サービスや事務効率の向上を図るため、文書量調査や窓口環境等空間の要件整理を通して、新庁舎におい

て必要となる書庫や文書収納スペースの広さを算出し、新庁舎での執務環境、窓口環境等のレイアウト等につい
内

て検討を行い、快適で機能的な室内レイアウトプラン等を策定する。

概 要
容

コクヨ東北販売株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　岡竹　博昭

方 宮城県　仙台市青葉区　中央二丁目９番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、総務省の「自治体ＤＸ推進計画」によって推進されているＤＸ化や働き方改革、新しい生活様式へ

の対応など、将来的な庁舎の機能性・効率性の向上と、市役所庁舎という特性を踏まえたレイアウトプラン等の

策定を要するため、高度な創造性、技術力、専門的な技術（知識）及び経験を有する者からの技術提案を募集し
随

、単なる価格の優劣のみではなく、その内容及び能力を総合的に比較検討し、最も適格と判断される事業者を特

定するためプロポーザル方式を採用した。意
　１１月１６日開催の南相馬市新庁舎オフィス環境整備業務委託プロポーザル審査委員会において、総合的に審

査した結果、当該事業者が本事業の候補事業者に選定されたため、随意契約するものである。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部公有財産管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 7 8

件 名 等 令和４年度サービスエリア利活用拠点施設屋外遊戯施設（ボールトランポリン）修繕業務
委託

契 履行場所 南相馬市サービスエリア利活用拠点施設（セデッテかしま）（南相馬市鹿島区浮田字椴木

種 類 業務委託
約

・ネット部（全部）張替

・ボール部（全面）入替
内

・クッション・リム部（全面）張替

・既存ネット撤去分+リムクッション撤去
概 要

容

株式会社コトブキ　東北支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大嶋　晃

方 宮城県　仙台市青葉区　大町二丁目６番１４日新本社ビル８Ｆ
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

修繕にあたって屋外遊戯施設（ボールトランポリン）は、7種類、全201個のボールの配置・組み合わせにより機

能しており、製品の耐候・耐久性等を鑑み、均一の品質であることが安全管理の面から見て望ましく、同一製造

会社の製品を選定するものである。
随

同一製造会社で、7種類の指定する規格を満たす製品を販売するのは株式会社ギムニク社のみとなる。さらにギ

ムニク社は、イタリア国メーカーであり、指定の数量を確実に輸入し納品できる業者は、入札参加資格を有する意
事業所の中で当該事業所のみである。

また、当該事業所は、サービスエリア利活用拠点施設の屋外遊戯施設の設計・施工を行った実績を持ち、製品の契
配置・調整にも精通していることから、本業務の性質上、上記事業所と、地方自治法施行令第１６７条の２第１

約 項第２号の規定により随意契約としたい。

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20220 0 0 9 9 7

件 名 等 南相馬市敬老記念品等支給事業業務委託

契 履行場所 健康福祉部長寿福祉課

種 類 業務委託
約

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、各地区の敬老会が中止を余儀なくされたことから、今年度７５歳以上

となる高齢者に商品券及び記念品を支給するため、商品券の発行及び換金、商品券及び記念品の送付等の業務を
内

委託する。

概 要
対象者数見込　１１，４００人程度容

株式会社日専連ライフサービス
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　菅原　亨

方 宮城県　仙台市青葉区　中央一丁目３番１号　ＡＥＲ９Ｆ
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　南相馬市敬老記念品等支給事業で支給する商品券については、商工労政課で実施する消費喚起応援事業におい

て発行する商品券の運用を利用して対応することから、その受託業者である当該業者との随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部長寿福祉課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030


